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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関心のあるユーザにより、他の詳細のうち少なくとも当該ユーザの電話番号（５１）の
入力を含む、ウェブページサイトのフォームへの入力を行うステップ（６１）と、
　上記電話番号（５１）、上記フォームにおけるデータ、および、上記フォームにおける
上記データから生成される（６２）サービスコードをメインサーバ（１）に送信するステ
ップ（６３）と、
　ＰＢＸまたは二次自動プライベートセンター（３）をアクティベートさせ、上記ユーザ
の上記電話番号（５１）にコールし（６４）、上記ユーザがコールを取るまで待機するス
テップと、
　一旦、上記二次自動プライベートセンター（３）と、上記ユーザの電話（５１）との間
の接続が確立した場合、上記メインサーバ（１）が、上記サービスコードに関連付けられ
た電話端末（４３）の番号をデータベースから検索し（６６）、コンタクトセンター（４
）の上記電話端末（４３）にコールし（６８）、エージェントのための接続コードをコン
タクトセンター（４）に送信するステップ（６７）と、
　上記コンタクトセンター（４）の上記エージェントが、上記電話端末（４３）を取るス
テップとを含む商業通信方法であって、
　上記二次自動プライベートセンター（３）が、上記ユーザの上記電話（５１）を、上記
コンタクトセンター（４）の上記電話端末（４３）に接続して、双方向音声通信を確立し
、また、上記メインサーバ（１）が、上記ユーザのリモートコンピュータ（５２）が自動
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的にアクセスする仮想ビデオ会議室をビデオ会議サーバにおいて生成するステップと、
　上記仮想ビデオ会議室へのルーティング（７１）のために、上記コンタクトセンター（
４）の上記エージェントが、受信した接続コードを上記コンタクトセンター（４）のコン
ピュータ（４４）に入力するステップ（７０）とを含み、
　上記メインサーバ（１）の上記データベースは、ユーザにより入力されるフォームの各
々に対して、少なくとも、固有の識別子、上記フォームにおける上記データ、上記ユーザ
の上記電話番号（５１）、上記フォームから生成される上記サービスコード、上記コンタ
クトセンター（４）の上記電話端末（４３）の番号、上記コンタクトセンター（４）のた
めの上記接続コード、ならびに、上記ユーザの上記リモートコンピュータ（５２）、上記
ビデオ会議サーバ、および、上記コンタクトセンターの上記コンピュータが接続する上記
仮想ビデオ会議室への上記ルーティングをフィールドとして含む固有の登録表を含むこと
を特徴とする商業通信方法。
【請求項２】
　上記二次自動プライベートセンター（３）は、上記接続コードを電話識別番号として用
いて、上記コンタクトセンター（４）の上記電話端末（４３）にコールする（６８）こと
を特徴とする請求項１に記載の商業通信方法。
【請求項３】
　上記仮想ビデオ会議室は、上記メインサーバ（１）のデータベースに格納され、上記サ
ービスコードに従って選択されるビデオ会議室の形式で構成されることを特徴とする請求
項１または２に記載の商業通信方法。
【請求項４】
　上記メインサーバ（１）は、上記仮想ビデオ会議室において、上記ユーザの上記リモー
トコンピュータ（５２）と、上記コンタクトセンター（４）の上記コンピュータ（４４）
との間の低バンド幅の双方向通信サービスを可能にすることを特徴とする請求項１から３
のいずれか１項に記載の商業通信方法。
【請求項５】
　上記ユーザと上記コンタクトセンター（４）の上記エージェントとの間の電話通信が終
了したとき、上記仮想ビデオ会議室が削除され（７３）、上記コンタクトセンター（４）
と上記ユーザの上記リモートコンピュータ（５２）との接続が切られ、上記ユーザに割り
当てられた上記接続コードが解除されることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項
に記載の商業通信方法。
【請求項６】
　上記メインサーバ（１）の上記データベースから、上記ユーザの上記リモートコンピュ
ータ（５２）が接続する上記仮想ビデオ会議室に対して、画像およびグラフィックデータ
を送信するステップを含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の商業
通信方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔本発明の目的〕
　本発明は、商業通信システムに関し、特に、インターネット接続されたコンピュータを
有する人あるいは顧客が、商業上のエージェントとの接続を、双方向音声および単方向ビ
デオにより確立させることを可能にするシステムに関する。ユーザは、上記コンピュータ
の画面において、商業上のエージェント、ならびに、当該エージェントにより示される製
品および文書を視認することができる。
【０００２】
　〔本発明の適用分野〕
　本実行の適用分野は、公衆アクセスの製品およびサービスを有する企業における顧客ケ
アの分野に加え、マーケティングおよび商業通信技術の分野がある。
【０００３】
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　〔本発明の背景〕
　近年、特定の企業の消費者を支援し、広く案内を提供するコンタクトセンターおよびコ
ールセンターがますます普及している。例えば、消費者のユーザに対してサービスおよび
記事を提供する電話販売または長距離のセンターは、２つの主要な道筋のいずれかを辿る
ことができる。第１の選択は、電話交渉（ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｃｏｎｔａｃｔ）である
。電話交渉では、セールスマン／セールスウーマンは、彼／彼女の製品およびサービスを
提供するためにユーザに電話をかける。この状況では、電話のコールはユーザにより直接
行われていないため、ユーザは不快に感じる可能性がある。したがって、まさにその瞬間
に製品が必要である場合を除き、この交渉はあまり実を結ぶことはない。さらに、セール
スマン／セールスウーマンあるいはエージェントと、ユーザとの間の情報の流れは、電話
の音声チャンネルのみに制限される。その他のケースでは、ユーザが潜在的に関心を抱い
ている製品またはサービスの広告を見た後、彼／彼女は、セールスマン／セールスウーマ
ンに電話をかけることができる。しかしながら、この商売の方式は、潜在的な消費者とな
るユーザを得るために、まず、費用のかかるオファー活動を行う必要があるということを
示唆している。
【０００４】
　長距離の交渉、電話販売、または、サポートおよび案内を確立するためのもう１つの道
筋は、インターネットに接続されたコンピュータの利用によるもの、および、適切なサー
バによりホストされる販売促進用のウェブページの公開によるものである。上記のオンラ
イン通信の方式を利用して、ユーザ（主として関心のあるユーザ）は、潜在的に関心のあ
る製品を検索し、当該製品およびサービスを提供するセールスマン／セールスウーマンま
たはエージェントと接触することができる。しかしながら、ウェブページの使用は、セー
ルスマン／セールスウーマン、情報提供者、または、ホストと、ユーザとの間の直接的な
接触を制限する。この接触は、たびたび、より多くの情報を提供してユーザの関心を刺激
するために極めて重要である。
【０００５】
　上記の最後の問題を解決するための試みとして、直接的な通信により、ユーザがエージ
ェントと接触できるようにするビデオ会議サービスを提供するウェブページも存在する。
しかしながら、そのような通信はある問題を有する。
【０００６】
　上述のように、あるケースでは、ビデオ会議またはテレプレゼンスシステムが利用され
る。これらのシステムは、ユーザとプロバイダの両方がＩＰ音声技術（インターネットを
介した音声（ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ））を利用するための特
定の機材を備えている必要があり、使用のために適切にインストールおよび設定が行われ
たマイクおよびヘッドフォンを備えたコンピュータをユーザは有している必要がある。ま
た、あるケースでは、ビデオ会議において、ユーザがウェブカメラなどのビデオカメラを
使用する必要がある。全てのユーザが上記の機材を有しているわけではないため、あるい
は、互換性のあるインストールが行われているわけではないため、接続はさらに複雑とな
る。
【０００７】
　ある状況では、使用される機材が統合されており、それゆえ、幅広く使用されない特有
のビデオ会議機材は、少数のユーザに対してのみ有用となる。
【０００８】
　これらのビデオ会議システムは高いバンド幅の通信を利用するため、不十分なバンド幅
の通信が利用されるとき、ロバスト性が低く、音声再生の中断および遅延を導き、流ちょ
うな会話を維持するためには不十分である。さらに、最も一般的な国内通信（例えば、Ａ
ＤＳＬ）は、ダウンロード速度に比べてアップロード速度が低い。それゆえ、ユーザから
エージェントへの方向の通信は、極めて制限される。さらに困難な点は、これらのシステ
ムは、使用されるブラウザに特有である追加的なプラグインまたはソフトウェアを、ユー
ザがダウンロードまたはインストールし、通信を確立するための適切なプログラムおよび
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プロトコル手段を備える必要があることである。これを行うことは、ユーザが使用してい
るコンピュータ次第では、面倒および困難となり得る。
【０００９】
　出願人により提案されるシステムは、リモートコンピュータを用いてユーザがアクセス
可能なウェブページサーバと共に、多くのノードを含んでいる。このウェブサーバは、ユ
ーザにより入力されるフォームを含んでいる。ノードからユーザへの電話のコールを行い
、適切な双方向音声通信を確立できるように、上記フォームは、少なくともユーザの電話
番号（携帯電話、あるいは固定電話の電話番号であってもよい）を入力（ｉｎｔｒｏｄｕ
ｃｉｎｇ）するフィールドを含んでいる。上記ノードは、データベースを有するノードす
なわちメインサーバ含んでおり、多くのビデオ画像サーバおよびコンタクトセンターの配
置を制御する。これらの配置は、ビデオ会議サーバに接続された少なくとも１つのウェブ
カメラまたはビデオカメラ、交換機に接続された電話端末、および、上記リモートサーバ
に接続されるコンピュータ（任意で）を含み、監視サーバを介して完全なノードが生成さ
れる。一旦、ユーザがフォームに電話番号を入力したら、ノードは上記電話にコールし、
コンタクトセンターでユーザをエージェントに接続する。
【００１０】
　確立される上記通信は、ユーザとエージェントとの間の双方向音声電話通信、および、
コンタクトセンターのエージェントからユーザのコンピュータへの単方向ビデオ通信を含
んでおり、データ送信中の際のバンド幅の要件を緩和する。
【００１１】
　しかしながら、このシステムは、異なるコンタクトセンターを監視するための物理的な
位置が必要であるというノードに関する問題点があり、電話交換機の使用は、あらゆる時
間で動作可能なエージェントの数を制限する。このことは、サービスの効率性を低下させ
る。なぜなら、利用可能なエージェントを監視するために動作可能時間を使用し、ユーザ
がコールに応答する間の一定の時間ロスの後、エージェントにより通信が確立するためで
ある。さらに、あらゆる地理的分布あるいは拡張性の見込みなしに、この構造は大きくな
るため、同じコンタクトノードに多様なサービスを実装することは困難となる。
【００１２】
　〔本発明の説明〕
　商業通信システムおよび方法（本発明の目的）は、コンタクトセンターの位置およびア
クセスを柔軟にし、それらの効率性を向上させ、柔軟性のある構造の組織を可能にするこ
とを目的とした多くの技術的特徴を有する。
【００１３】
　上記システムは、ユーザによるリモートコンピュータからのアクセスのためにインター
ネットに接続されたウェブページサーバを備え、少なくとも１つの管理記憶データベース
、および、多くのコンタクトセンターへの自動電話接続のための手段を有するインターネ
ット接続されたメインサーバに上記ウェブページサーバは関連付けられ、上記コンタクト
センターは、少なくとも１つの電話端末、グローバルネットワークに接続されるコンピュ
ータ、および、ビデオ会議サーバを介してエージェントをユーザに接続するためのウェブ
カメラを有する。この種の通信は、オフィスにおける直接インタビューと同じような方法
で、家あるいは他の位置から移動する必要なしに、ユーザが商業上のエージェントとのコ
ンタクトを即座に確立することを可能にする。このことは、緩和されたバンド幅の要件と
共に、上記ユーザとエージェントとの間の会話およびデータのフローを維持するための最
適な通信品質を保証する。
【００１４】
　本発明によれば、ユーザとエージェントとの間の電話接続を確立するための、メインサ
ーバに接続されるＰＢＸまたは二次自動プライベートセンター（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ａ
ｕｔｏｍａｔｉｃ　ｐｒｉｖａｔｅ　ｃｅｎｔｒｅ）の電話通信手段が少なくとも形成さ
れる。また、メインサーバは、コンピュータおよびコンタクトセンターのビデオ会議サー
バのルーティング手段を備えている。上記システムは、エージェントの電話端末とユーザ
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の固定電話または携帯電話との間の電話通信を介して、エージェントとユーザとの間の双
方向音声送信を可能にする。また、上記システムは、コンタクトセンターのウェブカメラ
から、ユーザのリモートコンピュータへの単方向ビデオ送信を可能にする。
【００１５】
　上記システムは、ユーザのセッションまたはクエリの間、ブラウザが順に、エージェン
トからユーザのリモートコンピュータへのビデオ送信を有するウィンドウを開くか、また
はフルスクリーンで開く間に、双方向音声通信の第１のチャネルを確立することができ、
それゆえ、適切な状況下で最初の会話を確立することを可能にする。上記システムは、い
くつかの重要な効果を得ることができる。当該効果は、ビデオデータがエージェントから
ユーザに対してのみ送信されるため、ユーザのインターネット接続に必要なデータのフロ
ーが少ないこと、電話通信の音質はＩＰ電話、すなわち、インターネットを介した通話の
音質よりも優れていること、また、上記通信は全体的に独立しており、データバンド幅の
超過に起因する送信中断による影響を受けないことを含む。
【００１６】
　得られる主な効果は、上記システムは、ユニバーサルアクセスが１００パーセントであ
る点を含む。これは、ＰＢＸまたは二次自動プライベートセンター、および、インターネ
ットなどのグローバルなネットワークを介したデータのルーティングの利用を介して、コ
ンタクトセンターの接続がメインサーバから全体に分散しているためである。異なるコン
タクトセンターは、単一のコンピュータ、電話端末、またはウェブカメラを有するモノサ
イト型、あるいは、同じビデオ会議サーバに接続する複数の位置を有することができる。
さらに、コンタクトセンターを直接監視することも、設定中にセッションが開始する可能
性に対するエージェントの永続的な注意も必須ではなく、むしろ、電話端末の上記エージ
ェントの応答が、通信を確立可能であることを確認するため、電話およびデータの接続を
有する限り、上記コンタクトセンターは所望の位置（例えば、異なる建物または異なる国
に位置する技術支援サービスの職場）に配置されている。
【００１７】
　ビデオデータがエージェントからユーザに対してのみ送信されるため、上記システムは
ユーザのインターネット接続に必要なデータのフローを少なくすることができる。また、
電話の音質は、ＩＰ電話、すなわち、インターネットを介した通話の音質よりも優れてい
る。上記通信は全体的に独立しており、データバンド幅の超過に起因する送信中断による
影響を受けない。
【００１８】
　異なる位置のエージェントまたはコンタクトセンターを利用することにより、このシス
テムを用いて提供されるサービスは、２４時間対応の利用可能性を実現する。
【００１９】
　ウェブカメラまたはビデオカメラの画像は、ユーザのリモートコンピュータのブラウザ
で再生可能な互換性のあるフォーマット（例えば、Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ（Ｒ））で送
信される。
【００２０】
　メインサーバのルーティング手段は、主に、仮想ビデオ会議室を生成および維持するた
めの環境の形式で、ソフトウェアモードにより実現される。ここで、コンタクトのフォー
ムで選択されたサービスまたは製品の種類に従って、メインサーバに格納されている他の
ドキュメントおよびデータにアクセスするために、ユーザのリモートコンピュータとコン
タクトセンターのコンピュータとの間の論理レベルの接続パラメータが設定される。
【００２１】
　このように、上記方法は、関心のあるユーザにより、他の詳細のうち少なくとも当該ユ
ーザの電話番号の入力（ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ）を含む、ウェブページのサイトのフ
ォームへの入力を行うステップを含む。
【００２２】
　本発明によれば、一旦、上記フォームが取得されたら、以下のステップに従い、上記方
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法は継続する。
【００２３】
　上記電話番号、上記フォームにおけるデータ、および、上記フォームにおける上記デー
タから生成されるサービスコードをメインサーバに送信するステップと、
　中央二次自動プライベートＰＢＸをアクティベートさせ、上記ユーザの上記電話番号に
コールし、上記ユーザがコールを取るまで待機するステップと、
　一旦、上記二次自動プライベートセンターと、上記ユーザの上記電話との間の接続が確
立した場合、上記メインサーバが、上記サービスコードに関連付けられた電話端末の番号
をデータベースから検索し、コンタクトセンターの上記電話端末にコールし、エージェン
トのための接続コードをコンタクトセンターに送信するステップ。
【００２４】
　上記コンタクトセンターの上記エージェントが、上記電話端末を取るステップ。
【００２５】
　上記二次自動プライベートセンターが、上記ユーザの上記電話を、上記コンタクトセン
ターの上記電話端末に接続して、双方向音声通信を確立し、また、上記メインサーバが、
上記ユーザのリモートコンピュータが自動的にアクセスする仮想ビデオ会議室をビデオ会
議サーバにおいて生成するステップ。
【００２６】
　上記コンタクトセンターの上記エージェントが、この趣旨で設計されたウェブページに
接続されたコンピュータにおいて上記電話から受信した接続コード（このコードは、上記
コール元の電話番号）を入力し、仮想ビデオ会議室への即時のアクセスを提供するステッ
プ。コンタクトセンターのコンピュータは、単方向ビデオ通信のためのウェブカメラを有
していてもよい。
【００２７】
　上記データベースは、ユーザにより入力されるフォームの各々に対して、少なくとも、
固有の識別子、上記フォームにおける上記データ、上記ユーザの上記電話番号、上記フォ
ームから生成される上記サービスコード、上記コンタクトセンターの上記電話端末の番号
、上記コンタクトセンターのための接続コード、ならびに、上記ユーザの上記リモートコ
ンピュータ、上記ビデオ会議サーバ、および、上記コンタクトセンターの上記コンピュー
タが接続する上記仮想ビデオ会議室への上記ルーティングをフィールドとして含む固有の
登録表（ａ　ｕｎｉｑｕｅ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ）を含む。
【００２８】
　実用的な実施形態において、上記二次自動プライベートセンターは、上記接続コードを
電話識別番号として用いて、上記コンタクトセンターの上記電話端末にコールする。この
方法により、エージェントは、発信者識別表示を有する上記電話端末において、かかって
きた電話として上記接続コードを認識することができるため、明瞭にアクセスでき、直観
的な方法で使用可能となる。
【００２９】
　上記メインサーバは、ユーザが関心を抱いている製品またはサービスの種類に最も適し
た形式で、データベースに格納され、上記サービスコードに従って選択されるビデオ会議
室の形式と共に上記仮想ビデオ会議室を構成する。
【００３０】
　一実施形態において、上記メインサーバは、上記仮想ビデオ会議室において、上記ユー
ザの上記リモートコンピュータと、上記コンタクトセンターの上記コンピュータとの間の
低バンド幅の双方向通信サービスを可能にする。これらのサービス（例えば、テキストベ
ースのチャット）は、特に、ユーザのアップロード（通常、最も制限されている）のデー
タ通信フローに必要なバンド幅を実質的に変更せず、簡素な文字情報の交換を促進するた
めに設計される。
【００３１】
　また、エージェントが、ファイル、画像、写真、ビデオ、プレゼンテーション、および
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、その他の文書を上記メインサーバの上記データベースから送信することもできる。ある
いは、エージェントは、直接、この情報をエージェントのコンピュータから中央ビデオ会
議サーバへと提供し、それにより、ユーザのリモートコンピュータへと提供することさえ
も可能である。
【００３２】
　ＰＢＸまたは二次自動プライベートセンターは、コンタクトセンターのエージェントと
ユーザとの間の電話の会話を監視し、その電話通信が終了したとき、上記仮想ビデオ会議
室を削除し、上記コンタクトセンターおよび上記ユーザの上記リモートコンピュータの接
続を切り、上記ユーザに割り当てられた上記接続コードを解除する。
【００３３】
　必要に応じて、上記方法は、上記メインサーバの上記データベースから、上記ユーザの
上記リモートコンピュータが接続する上記仮想会議室に対して、画像およびヴィジュアル
データを送信するステップを含む。
【００３４】
　得られるその他の効果は、エージェントおよびコンタクトセンターの効率性の向上であ
る。なぜなら、彼／彼女が既にオンラインであるとき、エージェントおよびコンタクトセ
ンターは、顧客のセッションまたは問合せを提供することのみが必要であって、上記エー
ジェントが準備し、顧客が電話に出るまで待機する必要はないためである。コールが成功
しなかった場合、上記待機は不毛であった。そして、ビデオ会議セッションは開始し、構
成される。上記システムは、通信の問題を検出して解決することができる。例えば、ユー
ザによる、電話番号のフォームへの不正確な入力である。これは、接触が確立することを
不可能にする。あるいは、あらゆる実在の確立したビデオ会議セッションなしに、または
、通信が確立するまでエージェントが待機するアイドル状態なしに、ユーザはコールを試
みる。また、上記システムは、コンタクトセンターのエージェントが応答しない場合に、
 同じかまたは類似の要件を満たすその他のコンタクトセンターにコールを転送すること
により、接続プロセスを連れ戻すことを可能にする。
【００３５】
　セッション中にユーザに応対するときは、エージェントはユーザへのアクセスを得るの
みであって、永続的な接続または監視は不要であるため、エージェントの数は上記システ
ムとは無関係である。
【００３６】
　〔図面の説明〕
　上述した説明を補完するために、また、本発明の特徴を理解することをより促進するた
めに、図面のセット（説明のためのものであって、限定するものではない）が本記述のメ
モリに添付されており、以下に示す。
【００３７】
　図１は、本システムの構造図を示す。
【００３８】
　図２は、第１のコンタクト、すなわち、セッションが開始した時点から、それが終了す
るまでのプロセスのフローチャートを示す。
【００３９】
　〔本発明の好ましい実施形態〕
　言及した図面からわかるように、上記システムは、インターネット（Ｉ）に接続される
メインサーバ（１）および電話のＰＢＸまたは二次自動プライベートセンター（３）によ
り形成されており、上記メインサーバ（１）は、ウェブページサーバ（２）に関連付けら
れており、上記ウェブページサーバ（２）もまたインターネット（Ｉ）に接続されており
、元のウェブぺージは、ユーザへのフォームを含んで設置されている。上記システムは、
ユーザに応対（ｃａｔｅｒｉｎｇ　ｆｏｒ）するための多数のエージェントを有する多数
のコンタクトセンター（４）を含んでいる。これらのコンタクトセンターにおいて、少な
くとも、コンピュータ（４４）に関連付けられたエージェントのウェブカメラ（４１）お
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よび電話端末（４３）を備えることができる。これは、電話線を介したユーザの電話（５
１）との音声通信を確立し、また、インターネット（Ｉ）に接続されたビデオ会議サーバ
（４２）において生成される仮想ビデオ会議室を介して、上記コンタクトセンター（４）
のウェブカメラ（４１）から、ユーザのリモートコンピュータ（５２）への単方向ビデオ
通信を確立することができる。また、任意で、例えば、テキストベースのチャットによる
、両コンピュータ（４４、４２）間の低バンド幅のデータ送信および情報交換を可能にす
る。この情報は常に、ビデオ会議サーバ（４２）へと通信され、適切な相手へと提供され
る。
【００４０】
　メインサーバ（１）は、電話販売の対象となる記事あるいはサービスについての情報を
有する内部データベース（図示せず）を含んでいる。エージェントは、上記データベース
の画像、プレゼンテーション、写真、またはビデオをインターネット（Ｉ）の接続を介し
てユーザのリモートコンピュータ（５２）へと提供する。また、メインサーバ（１）は、
仮想ビデオ会議室のルーティング手段を含んでおり、この場合、ソフトウェア上で実装さ
れる。また、メインサーバ（１）は、コンタクトセンター（４）の電話端末（４３）の番
号のリストを含んでいる。また、他の文書をデジタル形式で含んでいる。
【００４１】
　一実施形態において、上記仮想ビデオ会議室は、上記コンタクトセンターのビデオ会議
サーバにおいてホストされ、１つ以上のエージェントの配置に応対し、ビデオ会議サーバ
はインターネットに接続されている。
【００４２】
　図２のフローチャートとして概略的に示されるように、本発明の方法は、ユーザの電話
番号（５１）を含むデータを上記ユーザによりフォームへ入力するステップ（６１）と、
上記フォームの、ある詳細からサービスコードを生成するステップ（６２）と、上記フォ
ームのこれらの詳細および上記サービスコードをメインサーバ（１）に送信するステップ
（６３）とを含む。メインサーバ（１）は、二次自動プライベートセンター（３）をアク
ティベートさせ、ユーザの電話番号（５１）にコールし（６４）、ユーザがコールを取る
まで待機する。別の方法では、メインサーバ（１）は、リモートコンピュータ（５２）に
おいて表示されるウェブページを介してユーザにレポートを送信する（６５）。ユーザが
電話（５１）を取る場合、メインサーバ（１）は上記サービスコードに関連付けられたコ
ンタクトセンター（４）の電話端末（４３）の番号について、データベースを検索する（
６６）。そして、接続コードを指定する（６７）ことにより、電話端末（４３）へのコー
ルを行う（６８）。コール（６８）が応答されない場合、その他の適したコンタクトセン
ター（４）が発見されるか、あるいは、接触を確立することに失敗したことを示すレポー
トが生成される（６５）。
【００４３】
　コンタクトセンター（４）のエージェントが電話を取った場合、二次自動プライベート
センター（３）は、両電話（４３、５１）間の通信を確立し、メインサーバ（１）は、フ
ォームの上記サービスコードの形式に従って仮想ビデオ会議室を生成する（６９）。コー
ル（６８）に応答したエージェントは、コンピュータ（４４）およびコンタクトセンター
（４）のビデオ会議サーバ（４２）から、ユーザのリモートコンピュータ（５２）へと、
メインサーバ（１）のルーティング手段を介し、上記仮想ビデオ会議室との接続（７１）
のために、接続コードをコンピュータ（４４）に入力する（７０）。
【００４４】
　二次自動プライベートセンター（３）は、通信が終了するまでコールの終了を監視する
（７２）。すなわち、ユーザとコンタクトセンターのエージェントとの間の電話通信が終
了したとき、仮想ビデオ会議室が削除され（７３）、コンタクトセンター（４）とユーザ
のリモートコンピュータ（５２）とが切断され、ユーザの接続コードの指定は解除される
。
【００４５】
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　望ましい実施形態の例と共に本発明の特性を十分に説明したが、以下でクレームされる
本発明の必須の構成のあらゆる変更を示唆しない限り、生じ得る目的のために、材料、形
状、サイズ、および、説明した要素の集合を変更してもかまわないことについて記録する
。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本システムの構造図を示す。
【図２】第１のコンタクト、すなわち、セッションが開始した時点から、それが終了する
までのプロセスのフローチャートを示す。

【図１】 【図２】
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